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【共同研究】

地域作業所を利用する障害者と介護者の現状と課題

藤田雅子・日浦美智江

The Present Condition and Problems of the Disabled 

Who Use Day-activity Centers and 

Are Attended by Their Families at Home 

Masako Fuj ital )and Michie HiuraZ) 

The relatives of the disabled who use day-activity center fill out the questionnaire 

entitled “What 1 think these days". The questionnaire consists of twenty six kinds of 

questions including human relation of the attendant family， medical service， daily 

life of the disabled at home， substitute function of the attendant family， the 

disabled independence from parents， demands to the accomodation institution， brother 

and sister of the disabled person and attendant's recover from exhaustion. 

The disabled are not at work becau田 oftheir severely handicap caused by motor 

functionproblem or mental retarded. They can continue to use small sized day-

activity center with the help of their family member as attendanto 374 attendant 

families answered the questionnaireo Then following facts are known from the 

anlysis of the results; 

1) Parents'own counselling and social work abilities cultivated during taking care 

of their disabled children are useful. 2) Small sized independent group as living 

place should be built instead of their own home and unite with their day-activi ty 

function. 3) The accomodation institution must offer service adopting affection 

ties as family members. 4) Respite service is necessary for the attendant taking 

care of the disabled at home. 5) Special medical service will support the community 

and independent living of the disabled. 

I 研究目的

障害者地域作業所(以下作業所と略す)を

利用する障害者と家族のニーズを把握するこ

とを目的とする.肢体不自由や知的障害のあ

る人が，年齢にふさわしい通常の生活を送る

ためには，いかなる人的および物的環境条件

が提供されるべきであろうか.現状の分析を

1) Masako Fujita belongs to Bunkyo University. 

2) Michie 団 ura is the director of TOMO， day center for the multipule and profound 

handicapped adult. 
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地域作業所を利用する障害者と介護者の現状と課題

調査対象の作業所利用者は，第 2表に示す

ように，主たる障害が肢体不自由である者

(以下肢体不自由者と略す)151名と，主たる

障害が知的障害である者(以下知的障害者と

別
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第 1表

基礎に，今後望まれる条件を整備すべき方向

を探ろうという意図を有している.

なお， ここで使用する障害者地域作業所と

は， r主に就労することが困難な障害者が地域

住民の支援と協力を得ながら，生活訓練及び

創作，軽作業を通じて，社会の中で生活する

ことをめざして自主的に活動している」と定

義づけられる(横浜市在宅障害者援護協会の

障害者地域作業所設置運営費等助成事業要綱

より.最後に添付する資料 l参照). 

法

1. 研究対象の作業所と作業所利用者

横浜市内の作業所を利用する肢体不自由者

と知的障害者を対象とし，これらの人々を家

庭において介護している家族にナンケート調

査『日頃，考えること』を実施する.調査の

時期は平成4年12月である.第 l表に示すよ

うに横浜市内16地区の71ヵ所の作業所を通し

て，アンケートの配布を依頼した.このうち

53ヵ所から回答をもらったので，回収率は

74.6%である.1ヵ所平均7.1人から回答をも

らった計算になる.

方施実E 

回収率

第2表作業所利用者の年齢分布

利用者年齢

1 0代

2 0代

3 0代

4 0代

5 0代

6 0代

不明

合計

計

構成比%

(14.7) 

(54.0) 

(15.0) 

( 7.8) 

( 3.7) 

( 0.3) 

( 4.5) 

000.0%) 
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知的障害

人数 構成比%

29 03.0) 

116 (52.0) 

31 (13.9) 

21 ( 9.4) 

13 ( 5.8) 

( 0.4) 

12 ( 5.4) 

223名 000.0%)

肢体不自由

人数 構成比%

26 (17.2) 

86 (57.0) 

25 (16.6) 

8 ( 5.3) 

( 0.7) 

o ( O. 0) 
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8 

374名
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人数 構成比%

135 (60.5) 

81 (36. 3) 

7 (  3.0 

223名 000.0%)

の者用事リ所

肢体不自由

人数 構成比%
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151名 000.0%)
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略す)223名の合計374名である.

年齢は，同じく第 2表に示す.肢体不自由

者も知的障害者も， 20代が一番多く半分以上

を占めている. 10代と30代が同じ程度で両世

代で合わせて 3割前後に達する. しかし40代

や50代以上も見られ，知的障害者の方に年齢

が高い作業所利用者が含まれている.

第3表は作業所利用者の性別を示す.肢体

不自由者は男女半々であるが，知的障害者は

男性が135名 (60.5%)であるのに対して

女性は81名 (36.3%)と少ない.

次に障害程度について概観する.第 4表は

肢体不自由者の障害程度を示すが，全員が身

体障害者手帳の l級 (60%)ないし 2級 (40

%)で，重度の身体障害を有している.第 5

表は知的障害者の障害程度を示すが，神奈川

県で定める療育手帳によっており， A 1最重

度 (27%)，A2重度 (36%)， B 1中度

(19%)が大半を占めている.障害の状態は，

最後に添付する身体障害者手帳の肢体不自由

者の 1級と 2級の定義，および療育手帳判定

基準に示す(資料2および資料 3を参照). 

作業所利用者の家庭生活を支えるのは家族

である.第 6表に利用者の親の年齢を示す.

生存している親のみに関してであるが，年齢

の平均は50代で，肢体不自由者の父親は55歳，

母親は53歳で，知的障害者の父親は59歳，母

親は56歳である.知的障害者の親の方が肢体

不自由者の親より 3----4歳年長で50代半ばか

ら後半である.

2. 調査内容

最後に添付するアンケート『日頃，考える

こと~ (資料4を参照)のように， 26項目の

の設問からなる.次に項目内容の概要を示す.

第一領域:介護者を取り巻く人々

[lJ ----[3J 介護者の人間関係

第二領域:作業所利用者の家庭生活

[4J ----[8J 医療状況

[ 9 J ----[l7J 身辺生活の介護

日8J----[20J 介護者の代替機能

[21] 外出手段

第三領域:作業所利用者の生活関連課題

[22J ----[23J 巣立ち(自立)

[24J 施設

[25J 作業所利用者の兄弟姉妹

[26J 介護者の疲労回復

第4表肢体不自由者の障害程度

障害程度* 人 数 構成比%

1級 90 (59.6) 

2級 61 (40.4) 

l口h、 計 151名 000.0%) 

(* 身体障害者手帳による)

第5表知的障害者の障害程度

障害程度** 人 数 構成比%

A1 61 (27.4) 

A2 80 (35.9) 

B 1 42 08.8) 

B2 6 ( 2.7) 

療育手帳なし 5 ( 2.2) 

不明 29 03.0) 

合 計 223名 000.0%) 

(* * 療育手帳による)

第6表作業所利用者の父母の年齢

親 肢体不自由者の父母の平均年齢 知的障害者の父母の平均年齢

父親 54.85歳 58.53歳

母 親 52.84歳 56.20歳

父母と共になし 5名 父母と共になし 14名

70歳以上の親 父親 8名 70歳以上の親 父親22名

母親7名 母親24名

父親最高年齢 84歳 父親最高年齢 84歳

母親最高年齢 78歳 母親最高年齢 86歳

-80-



地域作業所を利用する障害者と介護者の現状と課題

直調査の結果と分析

1. 介護者を取り巻く人々

分析の焦点:日中に作業所を利用する肢

体不自由者と知的障害者を家庭で介護す

る者とかかわる人々は，家族を中核にし

て，友人，さらには障害者の医療，教育，

福祉に携わる専門家もいる.介護者は，

これらの人々をどのように認識し，いか

なる人間関係を確立しているかに焦点を

当てて分析する.

①心の支え

介護者の心の支えとなっている人は誰か，

その結果を第 7表に示す.肢体不自由者も知

的障害者も，介護者の心の支えのトップは連

れ合いである.知的障害者の場合，作業所の

職員が連れ合いと同じ程度に心の支えになっ

ているという特徴がある.

ここで注目すべきことは，障害の種類を問

第7表心

わず，心の支えとして「同じように障害の子

のいる親Jが4割前後を占めている結果であ

る.次の第 8表の勇気づけられた人のトップ

が「同じように障害の子のいる親」であるこ

とや，第41表で世話で疲れたときは「障害の

子の親同志で話をする」という回復方法を上

げている者が全体の四分のーほど見受けられ

ることとの関連で，この結果を重視しなけれ

ばならない.

② 勇気づけられた人・失望させられた人

第8表と第 9表に結果を示す.勇気づけら

れた人は，肢体不自由者も知的障害者もトッ

プは，同じように障害の子のいる親で半数以

上がこれに該当する.次いで，作業所の職員

と学校の先生が続いている.作業所職員が作

業所利用者のみにではなく，家庭で介護する

者にとっても大きな影響力があることが分か

る.

逆に介護者の気持ちを滅入らせてしまう周

囲の人もいる.第 9表に示すように，回答数

は勇気づけられた人よりもかなり下がるが，

の 支 え

( 2肢以内選択回答)

知的障害

順位 人数 223名中の%

② 112 (50.2) 

① 115 (51. 6) 

65 (29.1) 

③ 80 (35.9) 

10 ( 4.5) 

アンケート番号[1)

心の支え
肢体不自由

順位 人数 151名中の%

子どもが通う作業所の職員 40 (26.5) 

連れ合い(夫・妻) ① 108 (71. 5) 

息子や娘のきょうだい ③ 42 (27.8) 

同じように障害の子のいる親 ② 71 (47.0) 

その他の人 12 ( 7.9) 

第8表勇 気 づ It り れ Tこ 人

(2肢以内選択回答)

勇気づけられた人
肢体不自由 知的障害

順位 人数 151名中の% 順位 人数 223名中の%

施設・作業所の指導員 ② 58 (38.4) ② 111 (49.8) 

学校の先生 ③ 29 09.2) ③ 56 (25. 1) 

医師 27 07.9) 38 07.0) 

機能訓練などの訓練の専門家 25 06.6) 18 ( 8.0 

児童相談所や福祉事務所の職員 19 (12.6) 39 (17.5) 

同じように障害の子のいる親 ① 87 (57.6) ① 118 (52.9) 

その他の人 12 ( 7.9) 10 ( 4.5) 

アンケー卜番号 (2J 
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第9表失望させられた 人

( 2肢以内選択回答)

失望させられた人
肢体不自由 知的障害

順位 人数

施設・作業所の指導員 13 

学校の先生 ③ 18 

医師 ② 22 

機能訓練などの訓練の専門家 11 

児童相談所や福祉事務所の職員 ① 24 

同じように障害の子のいる親 16 

その他の人 6 

障害を問わず表現されているのが，児童相談

所や福祉事務所の職員，医師，学校の先生が

入っている.職業として分化された専門家と

いわれる人々が失望させられた人に上げられ

ているが，この原因なと、の解釈については，

より詳細なマクロ的，かっ質的研究を要する.

2. 作業所利用者の家庭生活

分析の焦点:作業所利用者を家庭におい

て連続的かっ継続的に介護している者は，

家庭の日常生活に関わる介護として何を

なし，どのような配慮しているかを分析

する.日中は作業所を利用する肢体不自

由者及び知的障害者が家族に求める「家

庭内でのサポート」の内容を明らかにす

るとともに，家庭外からの障害者自身と

その介護者の家庭生活をサポートする方

向を探る.

① 医療の状況

1 )医療への要望

第10表は「主治医の必要'性についてん第11

表は「いつでも相談できる医師や病院の必要

性J，第13表は「急病など緊急時の特定の病院

の必要性J，第14表は「定期健康診断の必要性」

を表す.どれも医療についてのニーズを示す

ものである.

定期健康診断の必要性が比較的低く 70%前

後である結果を除けば，いずれも70数%から

90%近い必要性が数値で示され，高い要望の

151名中の% 順位 人数 223名中の%

( 8.6) 13 ( 5.8) 

01. 9) ① 37 06.6) 

04.6) ③ 27 02.1) 

( 7.3) 10 ( 4.5) 

(15.9) ② 29 03.0) 

(10.6) 22 ( 9.9) 

( 4.0) 17 ( 7.6) 

-82-

アンケート番号 (3J 

第10表主治医の必要性

主治医

必 要

必要ない

不明

合計

肢体不自由 知的障害

人数構成比% 人数構成比%

127 (84.1) 165 (74.0) 

10 (6.6) 28 (12.6) 

14 (9.3) 30 03. 5) 

151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号(4)

第11表いつでも相談できる医師や

病院の必要性

相談できる 肢体不自由 知的障害

医師や病院 人数構成比% 人数構成比%

必要 132 (87.4) 173 (77.6) 

必要ない 3 ( 2.0) 19 ( 8.5) 

不 明 16 00.6) 31 (13.9) 

合計 151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号(4 J 

第12表急病時の特定の受け入れ

病院の必要性

急病時の 肢体不自由 知的障害

受け入れ病院人数構成比% 人数構成比%

必要

必要ない

不明

合計

133 (88.1) 167 (74.9) 

2 (1. 3) 2ゆ(9.0) 

16 (10.6) 36 (16.1) 

151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号(4)

第13表定期健康診断の必要性

定期健康診断 肢体不自由 知的障害

人数構成比% 人数構成比%

必 要 110 (72.8) 151 (67. 7) 

必要ない 14 ( 9.3) 32 (14.3) 

不 明 27 07.9) 40 07.9) 

合計 151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号(4 J 
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あることが分かる.肢体不自由者は定期健康

診断の必要性が73%である以外は，いずれも

80数%という結果を表し，知的障害者の介護

者が定期健康診断の必要性が68%で，それ以

外が70数%であることを上回っている.全体

として肢体不自由者の介護者の方が知的障害

者の介護者よりも医療に対するニーズ、がより

強い.

2)医療とのかかわり

第14表から第22表が，現実の医療とのかか

わりを示す.

まず，実際に診療を受けている科目を先に

見てみよう.第22表である.最近診療を受け

た科について尋ねた結果である.肢体不自由

者も知的障害者も一番多い受診科は内科で，

肢体不自由者の52%，知能障害者の44%が受

診している.二番目に多いのは両者とも神経

科系の受診で，脳神経外科，神経内科，精神

科，神経科，小児神経科などが含まれるが，

肢体不自由者の27%，知能障害者の17%が受

診している.他には，肢体不自由者は整形外

科と外科，知的障害者は耳鼻科，眼科，歯科

を受診する頻度が比較的高い.

第14表に「近所に診療時間内に診でくれる

医師の有無J，第20表に「かかりつけの歯科

医の有無」を示す.一般医も歯科医も，肢体

不自由者と知的障害者の双方の70数%前後が

かかりつけの医師をもっていることがわかる.

第14表近所に診療時間内に診てくれる

医師の有無

近所に医師
肢体不自由 知 的 障 害

人数構成比% 人数構成比%

いる 103 (68.2) 173 (77.6) 

L 、なL、 33 (21. 9) 28 02.6) 

不明 15 ( 9.9) 22 ( 9.9) 

合 計 151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号 (5)

ところで第15表の「昼夜を問わず診察や相

談に応じてくれる医師Jや第16表の「容態が

変化したとき受け入れてくれる病院j となる

と要望(第11表と第12表)に比して，充足さ

第15表昼夜を問わず診たり相談に応じる

医師の有無

昼夜を問わず 肢体不自由 知的障害

診てくれる医師人数構成比% 人数構成比%

いる 38 (25. 2)~ 51 (22.9) 

いない 95 (62.9) 160 (71. 7) 

不 明 18 01. 9) 12 ( 5.4) 

合計 151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号(5 ) 

第16表容態が変化したとき受け入れる

病院の有無

容受しけ態た入場がれ変合病化院の
肢体不自由 知的障害

人数構成比% 人数構成比%

ある 57 (37.7) 50 (22.4) 

ない 78 (51. 7) 141 (63. 2) 

不明 16 00.6) 32 04.3) 

合 計 151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号(5) 

第17表救急車を頼んだ経験の有無

救急車を 肢体不自由 知的障害

頼んだ経験 人数構成比% 人数構成比%

ある 53 (35.1) 46 (20.6) 

ない 86 (57.0) 143 (64.1) 

不 明 12 ( 7.9) 34 05.2) 

合計 151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号(5) 

第18表保健所からの巡回看護や

訪問看護の有無

保健所 肢体不自由 知的障害

から訪問 人数構成比% 人数構成比%

ある 22 (14.6) 15 ( 6.7) 

ない 105 (69.5) 153 (68.6) 

不明 24 (15.9) 55 (24.7) 

合計 151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号 (5) 

れている数値はかなり低下する.肢体不自由

者の介護者は容態が変化した場合を日常的に

考えざるをえないという現実があるのか，第

16表にあるように緊急時の受け入れ病院が決

まっている者が比較的多く 38%いる.しかし

この必要性を訴える者が第12表に示したよう

q
u
 口。
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に肢体不自由者で90%近くであることと考え

あわせれば，この要望が満たされているのは

半分以下という結果である.

3)健康維持

健康維，持について見てみよう.地域保健の

拠点である保健所とのかかわりは乏しい.第

18表に示すように，巡回看護や訪問看護を受

けた経験のある者は，肢体不自由者ですら15

%で，知的障害者では 7%である.

第19表は定期健康診断の有無を表す.機会

のある者は，肢体不自由者で57%，知的障害

第19表定期健康診断を受診の有無

定期健康診断
肢体不自由 知的障害

人数構成比% 人数構成比%

あ る 86 (57.0) 97 (43. 5) 

ない 52 (34.4) 99 (44.4) 

不 明 13 ( 8.6) 27 (12.1) 

合計 151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号 (6) 

第;20表かかりつけの歯科医の有無

かかりつけ 肢体不自由 知的障害

の歯科医 人数構成比% 人数構成比%

いる 102 (67.5) 140 (62.8) 

いない 38 (25.2) 62 (27.8) 

不明 11 ( 7.3) 21 ( 9.4) 

合計 151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号(6 ) 

者で44%で，約半数である.

日常的に薬を服用しているのは，第21一l

表に示すように肢体不自由者で59%，知的障

害者で48%という結果になっている.第21

2表に示すように，このうち90%ほどが医師

の定期的診察のもとに薬を服用しているが，

10%弱が診察がないという.

4)リハビリテーション

定期的なリハビリテーションの機会の必要

性について第23-1表が示す.当然、のことな

第;21-1表日常的な投薬の有無

常時の投薬
肢体不自由 知的障害

人数構成比% 人数構成比%

いる *89 (58.9) * * 107 (48.0) 

いない 51 (33. 8) 100 (44.8) 

不明 11 ( 7.3) 16 ( 7.2) 

合 計 151名(100.0%) 223名(100.0%)

アンケート番号(6 ) 

第21-2表投薬を受けている人の定期的な

医師の診断の有無

投薬のための 肢体不自由 知的障害

医師 の 診 断 人 数 構 成 比 % 人数構成比%

ある 76 (85.4) 97 (90. 7) 

ない 8 (9.0) 10 (9.3) 

不明 5 (5.6) 0 (0.0) 

合 計 *89名000.0%)* * 107名000.0%)

(*及び**の印は、第21-1表に対応する)

アンケート番号(6 ) 

第22表よく受診する科

(複数回答)

診療科目
肢体不自由 知的障害

順位 人数 151名中の% 順位 人数 223名中の%

内 科 ① 78 (51. 7) ① 97 (43.5) 

外 科 ④ 10 ( 6.6) 10 

眼 科 4 ④ 19 ( 8.5) 

耳鼻 科 5 ③ 23 00.3) 

整形外科 ③ 19 (12.6) 9 

1 ) 神 経 科 ② 41 (27.2) ② 38 07.0) 

歯 科 8 ⑤ 15 ( 6.7) 

皮膚 科 3 12 

2 ) その他 ④ 10 ( 6.6) 12 

1) 神経科:脳神経外科・神経内科・精神科・小児神経科

2) その他:消化器科・循環器科・泌尿器科・リハビリテーション科・遺伝科

アンケート番号 (6)
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がら肢体不自由者の方が知的障害者よりその

必要性は高く，肢体不自由者の64%，知的障

害者の16%が定期的リハビリを求めている.

知的障害者の19名が身体障害者手帳を有して

おり，療育手帳判定基準のA1 (最重度)と

A 2 (重度)では，知的障害と身体障害者手

帳の 1----3級を併せもつ者が含まれているこ

とを考え合わせれば，知的障害者のうちの40

名近くがリハビリを求めているという結果は

納得できる.実際にリハビリの機会がどうな

っているかであるが，第23-2表に示すよう

に，求めている人のうちで，肢体不自由者の

30%と知的障害者の 3%のみが，そのニード

を充足しているに過ぎない.

第23-1表定期的なリハビリテーションの

機会の必要性

作業所においてリハビリの機会の必要性を

表明しているのは，第24-1表に示すように，

肢体不自由者の60%，知的障害者の18%に達

している.実際にその機会を得ている人は，

第24-2表に示すように，求めている人のう

ち肢体不自由者31%，知的障害者の13%のみ

である.作業所への専門的な訓練士の訪問に

対する要望は第25表に示すが，肢体不自由者

の63%そして知的障害者の15%がこれを求め

ているのである.

② 身辺生活の介護

1 )ナイトケアの状況

夜間の世話に関しては，第26表に夜間に世

話をする人は誰かについての結果がある.肢

第24-1表作業所で機能回復訓練の

機会の必要性

リハビリ 肢体不自由 知 的 障 害 作業所で 肢体不自由 知的障害

の必要性 人数構成比% 人数構成比% 機能回復訓練 人数構成比% 人数構成比%

ある *97 (64.2) * *35 05.7) 必要 *91 (60.3) * *39 (17.5) 

ない 39 (25.8) 148 (66.4) 必要ない 29 (19.2) 145 (65.0) 

不明 15 ( 9.9) 40 07.9) 不 明 31 (20.5) 39 (17.，5) 

合 計 151名(100.0%) 223名000.0%) 合計 151名000.0%) 223名000.0%)

アンケート番号(7) アンケート番号(7)

第;23-2表リハビリテーションが必要な 第;24-2表作業所でリハビリテーションが

人の機会の有無 必要な人の機会の有無

リハビリ 肢体不自由 知 的 障 害 リハビリ 肢体不自由 知的障害

の機 会 人数構成比% 人数構成比% の機会 人数構成比% 人数構成比%

ある 29 (29.9) ( 2.9) ある 28 (30.8) 5 02.8) 

fJ. ¥， 、 68 (70.1) 34 (97.1) なし1 63 (69.2) 34 (87.2) 

合 計 *97名(100.0%)* * 35名000.0%) 合計 *97名000.0%)* *39名000.0%)

(*および**の印は、第23-1表に対応する) (*および**の印は、第24-1表に対応する)

アンケート番号 (7J アンケート番号(7)

第;25表作業所に専門的訓練士訪問のニーズ

作業所への

専門的訓練士

来ており、訓練を受けている

来ているが、訓練不必要

来てほしいが、こない

訓練士を必要としない

不明

肢体不自由 知的障害

人数 構成比%人数 構成比%

5 ( 3.3) 

1 ( 0.7) 

95 (62.9) 

21 03.9) 

29 09.2) 

151名 000.0%) 

O ( 0.0) 

1 ( 0.4) 

34 05.2) 

114 (51. 1) 

74 (33.2) 

223名 000.0%) 

アンケート番号 (7) 

合計

に
-
uno 
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体不自由者の母親の 4人に 3人，知的障害者

の母親の 2人に lが夜間も世話をしているこ

とがわかる.逆に世話を全く要しない人も，

肢体不自由者の 5人に l人，知的障害者の 5

人に 2人いる.

第27表にナイトケアの内容がある.当然で

はあるが，運動機能の障害ゆえに身辺の介護

は肢体不自由者に多く，体位を変える， トイ

レに連れていく，オムツを取り替える，てん

かん発作の処置など夜間に不可欠な世話があ

る.

鍛 6表夜間に世話をする人

夜間の

世話する人

母親

父親

肢体不自由

、、，ノ-
答
一
害

担
一
障

樹
一
的

〈
一
知

親以外の人

人数 151名中の% 人数 223名中の%

113 (74.8) 113 (50.7) 

42 (27.8) 37 06.6) 

6 (4. 0) 12 (5. 4) 

3(20. 5) 99 (44. 4) 

アンケート番号(8 J 

世話の必要なし

しかし肢体不自由者の 3人に 1人，知的障

害者の 3人に 2人は，特別の世話は必要なく

て，緊急の場合に家族が対処すればよい程度

である.逆に言えば，肢体不自由者の介護者

の63%.知的障害者の介護者の34%は，毎晩，

なんらかのナイトケアをしており，夜間の睡

眠が妨げられているのである.

2)食事の世話

食事関係の世話の状況は第28表から第30表

に示す，第28表にあるように，知的障害の人

のうち59%は世話の必要はなく，肢体不自由

者のうち26%も同じく食事自体に問題はない.

しかし肢体不自由者の母親の74%と知的障害

者の40%は，食事の世話に当たっている.

食事の場面でどのような世話をするかにつ

いては第29表に示す通りである.知的障害者

の71%は介助の必要がなく，こぼしたりする

が自分で食事をするという者の21%で両者で

90%を越える.これに対して肢体不自由者で

はすべて手助けが必要な者が31%含まれ，子

第;27表夜間の世話

(複数回答)

夜間の世話
肢体不自由

順位 人数 151名中の%

オムツを取り替える ④ 29 09.2) 

トイレに連れていく ③ 32 (21. 2) 

てんかん発作の処置 ⑤ 28 08.5) 

疾の処置 8 

ぜんそく発作の処置

体位を変える ② 33 (21. 9) 

動き回るときに付く 4 

他の世話 16 

世話を必要としない ① 56 (37.1) 

知的障害

順位 人数 223名中の%

15 

24 ② 00.8) 

O 

4 

7 

5 

14 

① 148 (66.4) 

アンケート番号(9 J 

第28表 食 事 の 世 話をする人

(複数回答)

食事の世話をする人
肢体不自由 知的障害

順位 人数 151名中の% 順位 人数 223名中の%

母 親 ① 111 (73.5) 89 (39.9) 

父親 40 (26.5) 14 ( 6.3) 

親以外の人 13 ( 8.6) 11 ( 4.9) 

世話の必要なし 39 (25.8) ① 131 (58.7) 

アンケー卜番号(10J
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第四表食事 の世 話 の 内 骨同』

肢体不自由 知的障害
食事の世話

順位 人数 構成比% 順位 人数 構成比%

すべて手助けが必要 ① 47 (31. 1) 3 ( 1. 3) 

手で握れる者は食べる 18 (11. 9) 6 ( 2.7) 

こぼしはするが自分で食事 ② 42 (27.8) ② 47 (21. 1) 

世話の必要なし ③ 41 (27.2) ① 159 (71. 3) 

不明 3 ( 2.0) 8 ( 3.6) 

~ 計 151名 000.0%) 223名 (100.0%) 

アンケート番号 (11)

第 0表特 別食の 必要性

特別食の必要性

流動食に近い食事

やわらかくつぶした食事

きざみ食

食べやすく調理に工夫

特別な食事の必要なし

不 明

肢体不自由

人数 構成比%

4 ( 2.6) 

8 ( 5.3) 

14 ( 9.3) 

44 (29.1) 

81 (53.6) 

O ( 0.0) 

知的障害

人数 構成比%

O ( 0.0) 

2 ( 0.9) 

3 ( 1. 3) 

31 03.9) 

178 (79.8) 

9 ( 4.0) 

合計 151名 (100.0%) 223名 (100.0%) 

で握れる食べ物は自分で食べる12%，こぼし

はするが自分で食事をする28%などとなって

いて，何らかの介助が必要な者が大半を占め

ていることがわかる.肢体不自由者で介助な

しで食事ができるのは約四分のーの27%で，

知的障害者の71%と大きな違いが出ている.

食事に関しては，ちょっとした介助を含める

と肢体不自由者の71%，知的障害者の25%が

要介助である.

特別食の必要性に関しては第30表に示すが，

特別食の必要のない者も多く，知的障害者の

80%，肢体不自由者の54%となっていて，こ

れらの人々は家族と同じ食事ができることを

アンケート番号(12)

意味する.食べやすく食事を工夫しているの

は肢体不自由者の29%，知的障害者の14%で

ある. しかし特に肢体不自由者の中には，き

ざみ食・やわらかくつぶした食事・流動食に

近い特別の食事を準備する必要のある者が全

体の17%に達している.

3)排池の世話

排池の状況に関しては第31表と第32表に示

す.第32表に排池の状況があるが，知的障害

者の71%，肢体不自由者の30%が自立してい

る.知的障害者は家族と同じトイレで部分的

に介助が必要な者が18%含まれている以外は

介助はごく少数である. しかし肢体不自由者

第 1表 排 避 の 世 話をする人

(複数回答)

排池の世話をする人
肢体不自由 知的障害

順位 人数 151名中の% 順位 人数 223名中の%

母親 ① 102 (67.5) 59 (26.5) 

父親 37 (24.5) 14 ( 6.3) 

親以外の人 10 ( 6.6) 3 ( 1. 3) 

世話の必要なし 38 (25.2) ① 137 (61. 4) 

アンケート番号(13)
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第32表排 ;世 の 状 況

排t世の状況
肢体不自由 知的障害

順位 人数 構成比% 順位 人数 構成比%

昼夜、オムツ使用 ③ 29 09.2) ( 0.4) 

夜だけオムツ使用 17 01. 3) l ( 0.4) 

特別トイレで全介助 11 ( 7.3) O ( 0.0) 

自動洗浄式で衣服の上げ下げ 6 ( 4.0) 3 ( 1. 3) 

家族と同じトイレで全介助 ② 40 (26.5) 7 ( 3.1) 

家族と同じトイレで部分介助 ④ 24 05.9) ② 39 07.5) 

自分で用がたせる ① 45 (29. 8) ① 159 (71. 3) 

不 明 10 ( 6.6) 13 ( 5.8) 

i口k 計 * 182名 (120.0%) 223名 000.0%) 

* 運動障害のグループでは複数回答がいるので、実数を上回っている

は運動機能の障害が主たる障害であるため，

家族への依存度も高く，介助の内容で多いJII買

に列挙すると，家族と同じトイレで全介助27

%，昼夜オムツを使用19%，家族と同じトイ

レで部分介助16%，夜だけオムツ使用 11 % 

などと介助の内容も介助の度合いも多岐にわ

たっている.排池の介助が必要な場合，主た

る介助者が母親である点に関しては，ナイト

ケアや食事の世話と同じである.

排池に関してはちょっとした介助も含める

と，肢体不自由者の60%以上，知的障害者の

20%以上が要介助である.

③ 介護者の代替機能

肢体不自由者にしても知的障害者にしても，

アンケート番号(14)

昼間の時聞を作業所で過ごすには，朝夕，夜

間，週末を過ごす家族との生活が存在するこ

とが前提条件である.母親あるいは母親に代

わる家族が作業所利用者の家庭生活を支えて

いるとも表現できる.

第33表から第35表までが，介護者の代替機

能についてどのように考えているかを示す.

世話をする人が泊まりがけで出かける場合に

ついては第33表にあるが，連れ合いや兄弟姉

妹など他の家族が世話を引き受けるという解

決策がとられやすい. しかし世話をする人は

泊まりがけで出かけないという回答が，肢体

不自由者の27%，知的障害者の23%に見られ，

さらにどうするか分からないという回答も肢

第33表世話をする人が泊まりで出かける場合の対処

(複数回答)

世 話 を す る 人 が 肢体不自由 知的障害

出かける場合の対処 順位 人数 151名中の% 順位 人数 223名中の%

連れ合いが世話 ① 73 (48.3) ① 81 (36.3) 

親戚を頼む 18 01. 9) 21 ( 9.4) 

きょうだいが世話 ③ 40 (26.5) ② 58 (26.0) 

近所の人が世話 6 ( 4.0) 4 ( 1. 8) 

ショートステイ 14 ( 9.3) 10 ( 4.5) 

ボランティアの人 8 ( 5.3) 1 ( 0.4) 

作業所の職員に頼む 12 ( 7.9) 6 ( 2.7) 

出かけない ② 41 (27.2) ③ 51 (22.9) 

どうするか分からない 16 (10.6) 35 (15.7) 

その他の方法 10 ( 6.6) 23 00.3) 

世話の必要なし 11 ( 7.3) 38 (17.0) 

アンケート番号(18)

-88-



地域作業所を利用する障害者と介護者の現状と課題

都 4表世話をする人が急病などの場合の対処

(複数回答)

世話をする人が 肢体不自由 知的障害

急病の場合の対処 順位 人数 151名中の% 順位 人数 223名中の%

連れ合いが世話 ① 84 (55.6) ① 77 (34.5) 

親戚を頼む ⑤ 24 (15.9) ⑤ 29 03.0) 

きょうだいが世話 ③ 35 (23.2) ③ 51 (22.9) 

近所の人が世話 7 ( 4.6) 10 ( 4.5) 

ショートステイ ④ 27 (17.9) 17 ( 7.6) 

ボランティアの人 11 ( 7.3) 4 ( 1. 8) 

作業所の職員に頼む 13 ( 8.6) 12 ( 5.4) 

どうするか分からない ② 43 (28.5) ② 71 (31. 8) 

その他の方法 9 ( 6.0) 11 ( 4.9) 

世話の必要なし ( 4.0) ④ 37 (16.6) 

アンケート番号C19J

都 5表世話をする人が泊まりがけで出かけたり急病の時の理想的援助

世話をする人の 肢体不自由

代替援助 人数 151名中の%

受け入れ施設がある 106 (70.2) 

ホームへルパーの派遣 50 (33. 1) 

訪問看護サービス 13 ( 8.6) 

ボランティアの派遣 25 06.6) 

本人が自分でできる 9 ( 6.0) 

体不自由者の11%.知的障害者の16%ある.

介護者の五分の二は障害のわが子や兄弟姉妹

の世話に拘束された日常生活を営んでいる状

況を示す.これには代替機能をもたない介護

者も含まれる.

それでは世話をする人が急病になった場合

を想定して解決策を日頃から考えているか否

かで、あるが，それは第34表に示す.どうする

か分からないという者が肢体不自由者の介護

者の29%.知的障害者の32%を占めている.

連れ合い，兄弟姉妹，親戚に頼むというよう

に身内で解決するという者がほとんどである.

ショートステイという公的サービスを利用し

ようという者は肢体不自由者の18%.知的障

害者の 8%である.

地域で生きょうという者にとって家庭にお

ける介護者の存在が大きいが，世話をする家

族が安心して留守にできるには，どんな公的

( 2肢以内選択回答)

知的障害

人数 223名中の%

136 (61. 0) 

60 (26.9) 

11 ( 4.9) 

37 (16.6) 

37 (16.6) 

アンケート番号 (20J

援助を求めているだろうか.第35表に示すよ

うに，まず受け入れ施設があることであって，

肢体不自由者の70%.知的障害者の61%がこ

れを求めている.そしてホームヘルパー・ボ

ランティア・訪問看護などの家庭への介護機

能の派遣を求めている者も見られ，特にホー

ムヘルパーの派遣は肢体不自由者の33%と知

的障害者の27%に達している.

しかし世話の必要なしという障害者もいて，

とくに知的障害者では約17%の30数名がそれ

に該当する.家庭において介護や世話とは無

関係に日常生活が自立していると考えられる.

これらの障害者には家族から独立した成人ら

しい生活のステップが準備されるべきである.

④外出手段

障害者が家庭と作業所の往復だけではなく，

幅広く活動するためには交通手段の確保が不

可欠である.肢体不自由と知的障害とでは，
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第 6表外出の交通手段

(複数回答)

交通手段
肢体不自由 知的障害

順位 人数

電車やパスなど ③ 37 

一般のタクシー ② 47 

福祉タクシー 7 

自家用車 ① 103 

その他 3 

障害の特徴に関連して交通手段はかなり違っ

てきている.第36表に示すように，肢体不自

由者はまず自家用車，次いで一般のタクシー，

そして大衆輸送機関の順で，第三位の電車や

パスが使える者は全体の四分のー (25%)の

みである.一方，知的障害者は五分の四 (81

%)が電車やパスによる移動が可能であって，

これが第一位で，次いで，自家用車，そして

タクシーの順となっている.

3. 作業所利用者の生活にかかわる諸課題

分析の焦点:現在ただちに作業所利用者

の生活とかかわりはしないが，関連領域

や将来の問題をピックアップしてみる.

巣立ち(自立)，施設への要望，兄弟姉

妹との人間関係，介護者の疲労なと、につ

いて分析を試みる.

① 「巣立ちJという名の自立

大人の障害者が親や家族から独立して生活

を営むという意味の「巣立ち」に関して，そ

151名中の% 順位 人数 223名中の%

(24.5) ① 181 (81. 2) 

(31. 1) ③ 50 (22.4) 

( 4.6) 5 ( 2.2) 

(68.2) ② 98 (43.9) 

( 2.0) 2 ( 0.9) 

アンケート番号 [21)

の時期と障害者の自立生活を支えるサービス

を探ってみる.結果は第37表と第38表に示す.

大人として生きる時期，すなわち「巣立ちJ

の理想的と考えられる時期は，肢体不自由者

の介護者も，知的障害者の介護者も傾向は同

じである.第37表に示すように，親が子ども

の世話をできなくなったときが第一位で，次

が成人式の頃，そして親亡き後と続く.兄弟

姉妹が世話できなくなったときという回答も，

数は少ないが肢体不自由者で 4%，知的障害

者で 8%含まれている.

親が世話できなくなったり，親が死亡した

時点では巣立ちは遅すぎるのである. しかし

作業所を利用するような障害者が巣立つには

大人として親や家族の庇護から脱却して，自

立生活を営むための公的サービスや支援が不

可欠である.巣立ちのためにいかなるサービ

スがあればよいと考えているかを示すのが第

38表である.肢体不自由者と知的障害者では

求めているものがいくぶん異なる.

肢体不自由者は，第一に「医療設備の整っ

た入所施設J36%，第二に「グループホーム

第 7表理想的な巣立ち(大人として生きる)の時期

巣立ちの時期
肢体不自由 知的障害

順位 人数 構成比% 順位 人数 構成比%

高等部の卒業の頃 8 ( 5.3) 10 ( 4.5) 

成人式の頃 ② 37 (24.5) ② 38 (17.0) 

親が世話できなくなった時 ① 63 (41. 7) ① 101 (45.3) 

親亡き後 ③ 12 ( 7.9) ③ 23 00.3) 

きょうだいが世話できなくなった時 6 ( 4.0) 18 ( 8.1) 

結婚する時 ( 0.7) 6 ( 2.7) 

不 明 24 05.9) 27 02.1) 

1E3 入 計 151名 000.0%) 223名 000.0%) 

アンケート番号 [22J
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第38表巣立ちのための理想的サービス

巣立ちのための 肢体不自由

理想的サービス 順位 人数 構成比%

医療設備の整った入所施設 ① 55 (35.7) 

衣食住の整った入所施設 17 01. 0) 

家族のもとから昼間の適所施設 19 (12.3) 

家族的施設から昼間の適所施設 ③ 26 06.9) 

グループホームと昼間の活動の場 ② 30 09.4) 

結婚したカップルを支えるサービス 7 ( 4.5) 

不 明 O ( 0.0) 

メロ弘、 計 * 154名 000.0%) 

知的障害

順位 入数比%

40 (17.9) 

44 (19. 7) 

41 (18.4) 

43 (19. 3) 

45 (20.2) 

3 ( 1. 3) 

7 ( 3.1) 

223名 (100.0%) 

と昼間の活動の場の組み合わせJ19%，そし

て第三に「家庭的施設から昼間の通所施設J

17%といったように，まず、医療との関係を求

める回答が多い.

ところが知的障害者の場合は， i医療設備の

整った入所施設J18%を求める人もいるが，

「衣食住の整った入所施設J20%， i家族のも

とから昼間の通所施設J18%， i家庭的施設か

ら昼間の通所施設J19% rグループホームと

昼間の活動の場の組み合わせJ20%というよ

うに，いずれの形態も20%ほどで，全体を五

等分している.

「結婚したカップルを支えるサービ、ス」が

あればそれが巣立ちの時期であると考える人

は少数派であるが，肢体不自由者で 7名(5 

*複数の回答者がいたため、合計人数が実数を上回る。

アンケート番号 (23)

%) ，知的障害者で 3名 (1%)の回答を得

ている.

② 入所施設への期待

現実には我が国の障害者福祉において入所

施設の比重は大きい.入所施設を利用するこ

とになったらどのような施設であることを期

待するかについて見たのが第39表である.肢

体不自由者では第一に家族的な介護をする施

設，第二に親族が自由に出入りし宿泊できる

施設，第三に家庭的施設と昼間の活動の場の

組み合わせという順序である.知的障害者で

は第一に家庭的施設と昼間の活動の場の組み

合わせ，第二に親族が自由に出入りし宿泊で

きる施設，第三が家族的な介護をする施設を

上げている.JII貢番は違っても両者が求める施

第 9表入所型の施設に望むサービス

(2肢以内選択回答)

望まれる入所施設
肢体不自由

順位 人数 151名中の%

医師や看護婦が24時間待機 40 (26.5) 

家族的な介護 ① 64 (42.4) 

興味を伸ばす機会がある 8 ( 5.3) 

親族が出入りし宿泊できる ② 54 (35.8) 

個室や数人の居室が選択 14 ( 9.3) 

外にでかける機会がある 24 05.9) 

はじらいやふつうの気持ちを汲む 13 ( 8.6) 

家庭的施設と昼間の活動の場 ③ 52 (34.4) 

ボランティアを受け入れている 11 ( 7.3) 

その他 5 ( 3.3) 

知的障害

順位 人数 223名中の%

32 04.3) 

③ 70 (31. 4) 

12 ( 5.4) 

② 75 (33.6) 

30 03.5) 

30 (13.5) 

22 ( 9.9) 

① 79 

6 

(35.4) 

( 2.7) 

3 ( 1. 3) 

噌'-
Q
U
 

アンケート番号 (24)
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設像はおおよそ一致し，家族的であること，

家族の粋を大切にすること，デイとナイトの

生活の場にリズムがあることなどを重視して

いる.肢体不自由者も知的障害者も，医師や

看護婦が24時間待機している施設への期待は

第四位になっている.

③ 障害者の兄弟姉妹に対する親の期待

障害者を兄弟姉妹にもったわが子に対して

親はいかなる期待を抱くのだろうか.第40-

1表から第40-4表までがその結果である.

親が生存していない，アンケート記入者が親

ではない，子どもが障害の子だけである，判

断に困って未記入など，回答できない場合も

全体の五分のこほどあるので，これら以外の

者について結果を見てみる.

生涯にわたって障害の兄弟姉妹の世話をし

てほしいと望む親は，回答が得られた人のう

ちで肢体不自由者の10%，知的障害者の19%

第40-1表親の障害者の兄弟姉妹への望み、その 1

生涯、障害のきょうだいの世話をしてほしい

世話を頼む

望む

どちらともいえない

望まない・望めない

計

*該当なし・不明

e 言十

自らの道を歩む

望む

どちらともいえない

望まない・望めない

計

*該当なし・不明

e ゴ 計

障害のきょうだいの

理解者で協力者

望 む

どちらともいえない

望まない・望めない

計

*該当なし・不明

lE3 h. 計

肢体不自由 知的障害

人数 構成比% 人 数 構成比%

8 ( 9.8) 24 (18.9) 

29 (35.4) 43 (33.9) 

45 (54.9) 60 (47.2) 

82名 (100.0%) 127名 (100.0%) 

69名 96名

151名 223名

アンケート番号 (25)

第40-2表親の障害者の兄弟姉妹への望み、その2

自分(たち)の道を進んでほしい

肢体不自由 知的障害

人数 構成比% 人 数 構成比%

75 (84.3) 93 (73.2) 

11 (12.4) 26 (20.5) 

3 ( 3.4) 8 ( 6.3) 

89名 (100.0%) 127名 (100.0%) 

62名 96名

151名 223名

アンケー卜番号 (25)

第40-3表親の障害者の兄弟姉妹への望み、その 3

障害のきょうだいのよき理解者で協力者であってほしい

肢体不自由 知的障害

人数 構成比% 人数 構成比%

79 (84.0) 129 (89.0) 

10 (10.6) 14 ( 9.7) 

5 ( 5.3) 2 ( 1. 4) 

94名 (100.0%) 145名 000.0%) 

57名 78名

151名 223名

アンケート番号 (25)
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第40-4表親の障害者の兄弟姉妹への望み、その 4

親にとってよき理解者であり協力者であってほしい

親にとって

理解者で協力者

肢体不自由 知的障害

人数 構成比% 人数 構成比%

70 (83.3) 117 (83.6) 

11 (13.1) 17 02.0 

3 ( 3.6) 6 ( 4.3) 

84名 000.0%) 140名 000.0%) 

67名 83名

151名 223名

望 む

い

い

一

明

な
な
一

え
め
一
計
一
不
計

い
望
一
一

も
・
一
一
し

と
い
一
一
な

ら
な
一
小
一
当
合

ち

ま

一

該

ど

望

一

*

第40-1""'"4表の中の*印は、親が生存していない、記入者が親ではない、子どもが障害

者のみなどの場合は「該当なし」とした。不明は判断できない、未記入のものを差す。

アンケート番号 (25J

第41表世話で疲れた時の回復方法

( 2肢以内選択回答)

疲れの回復法
肢体不自由

人数 151名中の%

ぐっすり眠る 86 (57.0) 

親しい友人と話をする 44 (29.1) 

外出をして気分転換をはかる 34 (22.5) 

趣味に力を入れる 25 06.6) 

障害の子の親同志で話をする 45 (29.8) 

その他 8 ( 5.3) 

知的障害

人数 223名中の%

116 (52.0) 

56 (25.1) 

53 (23.5) 

43 09.3) 

55 (24.7) 

3 ( 1. 3) 

アンケート番号 (26J

である.そうは望まない・望めないという人

は肢体不自由者の55%，知的障害者の47%で

ある(第40-1表). 

兄弟姉妹は自分の道を歩んでほしいと望む

親は，回答の得られた人のうちで肢体不自由

者84%，知的障害者73%である(第40-2表). 

障害の兄弟姉妹のよき理解者で協力者であ

ってほしいと願う親は，回答の得られた人の

うちで肢体不自由者84%，知的障害者89%で

ある.親にとってよき理解者で協力者であっ

てほしいと願う親は，肢体不自由者83%，知

的障害者84%である.(第40-3表と第40-4 

表). 

全体を通して知的障害者の兄弟姉妹は親か

ら期待されている度合いが，肢体不自由者の

兄弟姉妹よりもいくぶん高い傾向が見いださ

れる.

④ 疲れを癒す方法

障害の家族を世話していて身体的かっ精神

的に疲れを感じたときに，介護者はどのよう

にして疲れを癒しているであろうか.結果は

第41表のとおりである.

肢体不自由者も知的障害者も，その介護者

がまずあげるのは「ぐっすり眠る」という回

復方法である.次が「親しい友人と話をするJ

「障害の子の親同志で話をする」という方法

で外出して気分転換をはかるJr趣味に力

を入れるJという方法を上回っている.

N 考察

障害者地域作業所を利用する肢体不自由者

と知的障害者および‘その介護者のニーズ、に関

して次の 5点から考察を加える.

つりQυ 
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1. 親自身に潜在するカウンセリング的かっ

ソーシャルワーク的能力を活かす

作業所利用者が昼間の時間を作業所で過ご

すことができるのは家族の介護により家庭生

活が維持されることが不可欠である.なかに

は父母共に亡く，兄弟姉妹やその連れ合いが

日常的な世話をしていたり，高齢の片親が世

話をしている例もあり，親亡き後や親の高齢

化の問題も大きいが，これは次のステップの

研究課題であるので，問題点として書き留め

るにとどめる.肢体不自由者も知的障害者も

年齢も問わず母親の介護力が頼りになってい

る.そこでここでは親の介護力について考察

を試みたい.

心の支えとして，身内の家族以外では「同

じように障害の子のいる親」を上げる人が多

く，肢体不自由者も知的障害者も40%前後に

達している.勇気づけられる人のトップは「同

じように障害の子のいる親」であるし， しか

も世話で疲れた時の回復方法として， I障害の

子の親同志で話をする」としサ解決方法をと

っている者が25%---30%であることを考え合

わせるなら，日々障害の娘や息子の生活を支

えている親，特に母親の潜在力を活用しない

手はない.つまり親相互のグループダイナミ

ックス的な効果への期待である.単なる情報

交換のみならず，精神的な支え合いの力を信

頼することである.親の指導というような権

威的なニュアンスではなく，この精神的支え

合いと情報交換の場を側面的に援助する必要

性である.すなわちカウンセリング的機能と

ソーシャルワーク的機能の当事者集団の支援

である.

2. 家庭の代替機能の充実とデイアクティビ

ティの組み合わせを図る

家庭における日常生活で世話を必要としな

い障害者の存在へのさらなるステップの準備

である.介護者が泊まりがけで出かけても自

分で何でもできるという知的障害者の10数%

は，家族依存ではなく公的サービスがサポー

トして，文字通り自立した生活の場を確保し

なくてはならない.

巣立ちのための公的サービスとして結果の

ところで明らかになったように，知的障害者

の期待は多岐に分化しているが，親からの独

立が手の届く距離にある障害者は， 1家庭的施

設と昼間の通所施設の組み合わせグルー

プホームと昼間の活動の場の組み合わせ」さ

らには「結婚したカッフ。ルを支えるサービ、スJ

などを現実のものにして，障害者の巣立ちを

家族から社会はバトンタッチしてしぺ必要が

あろう.

3. 入所施設の中に家族の粋を尊重する精神

を取り入れる

一方，医療設備の整った施設や衣食住の整

った施設を希望する者も，肢体不自由者で47

%，知的障害者で38%いることを考えるなら，

入所施設が生活の場として，成人の自立にふ

さわしい場として位置付けられる必要性があ

る.入所施設に期待する内容で示されたよう

に，肢体不自由者と知的障害者ではいくぶん

違いがあるが，家族的介護をする施設，身内

が自由に出入りし宿泊できる施設，家庭的な

施設と昼間の活動の場の組み合わせ，といっ

た三つの選択肢に象徴されるように，成人の

人間として「ふつうの生活Jを施設に求めて

いる.これはノーマライゼーションの原理の

尊重であり，人間としての権利，すなわち「人

権」の保障であろう.

巣立ちの条件として「家族のもとから昼間

の通所施設を利用するJという項目を選択し

た介護者が，肢体不自由者の12%，知的障害

者の18%いたが，これはまさに現在の姿であ

る. この方法は親が，さらには障害者の兄弟

姉妹がいつまで持ち堪えられるかという問題

と絡んでくる.本調査の対象となった親たち

の平均年齢も50代半ばを越えている.考察の

1.で述べたように，親の高齢化や親亡き後の

問題は大きい.作業所利用者の27%四人に一

人は30代以上である.成人の障害者が身体的

障害あるいは知的障害ゆえに家族に依存した

生活が継続されていってよし、かという問題に

もつながることを認識しなければならない.

施設の正常化とともに考えなければならない
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のは，考察の 2.で述べたように，家庭の代替

機能とデイアクティビティの組み合わせが，

日常生活で他人からの支援を大いに必要とす

る障害者にも適用する方向を目指さなければ

ならない.

4. 介護者にレスパイトの機会を提供する

作業所利用者である障害者を実際に家庭で

世話している家族へのサービスの充実も課題

である.なんらかのナイトケアをしている家

族は，肢体不自由者の63%，知的障害者の34

%に達している.食事にしても簡単な介助も

含めると肢体不自由者の71%，知的障害者の

25%，が家族に手助けを求めている.排地で

は，ちょっとした介助も含めると肢体不自由

者の 6割以上，知的障害者の 2割以上が家族

の手助けなしには日常生活を維持することが

できない.介護者のうち，親だけに関しても

年齢は平均すると50代半ばから後半であるが，

これらの介護は中断することはできない.こ

れらの数字には表れていないが，身体的な束

縛のみならず，精神的負担も少なくはないと

推測される.世話をしている人が泊まりがけ

で出かける場合にどうしたらよし、かについて，

回答として「出かけないことにしているJと

「どうしたらよいか分からなしりを合わせる

と，肢体不自由者も知的障害者も介護者の

40%近くに達していて，代替機能の問題は大

きいし，気持ちのうえでも思い切って出かけ

られないのである.

これらの結果と，疲れの回復方法として「ぐ

っすり眠る」と回答した介護者が半数以上い

たことを考えあわせるなら，一時的であって

も，介護者を日常の介護から解放し，障害者

には家族依存ではない自立生活の体験の機会

を提供するサービスを充実させなくてはなら

ない.障害者地域作業所が「家族のもとから

デイアクティビティの場に通う生活j である

からには， レスパイトサービスは重要な選択

肢として位置付けなくてはならない.

また結果にも示されているように，介護を

担っている家族が泊まりがけで出かけられる

ように，そして障害者の家庭生活の現状が維

持されるように，介護機能の家庭への派遣と

いう方法も選択肢に加える必要があるだろう.

5. 医療体系の充実が介護機能を支援する

主治医の必要性，いつでも相談できる医師

や病院の必要性，急病時の受け入れ病院の必

要性について，肢体不自由者の介護者の80数

%，知的障害者の介護者の70数%が訴えてい

る.肢体不自由者の方が知的障害者より，こ

れらのニーズが高い.身体障害が重度で移動

機能の問題を抱えていたり，知的障害のため

に言語による意思表示がむずかしい障害者を

家庭で介護する者にとって，疾病や怪我ほど

不安なものはない.その状態が緊急に処置を

必要とするのか否かについて判断できないと

か，医師や病院で診てもらうには成人の障害

者を連れて行かなければならない.親が高齢

であればこの不安は一層大きい.

近所に診療時間であれば診てもらえる医師

は，肢体不自由者の68%，知的障害者の78%

がいて，主治医に近い存在に関しては知的障

害者の大半がニードを満たしており，肢体不

自由者ももう一歩である. しかし問題は，い

つでも相談できる医師や病院の存在や急病時

の受け入れ病院があることは，安心感につな

がるはずであるが，充足されているのはこれ

らを望む人の半数以下，あるいは三分の一以

下である.個人でこれらを努力して開拓する

というよりは，どこへ連絡すれば適切な助言

をもらえるとか，的確な処置がしてもらえる

というような医療体制の充実があれば，家庭

の介護機能を支援することにつながるはずで

ある.

日常的な健康の維持に関しては，定期健康

診断の機会は肢体不自由者で57%，知的障害

者は44%である.全員に拡大できるようにし

たい.作業所で機能回復訓練を望む人のうち，

実際にリハビリテーションの機会がある人は，

肢体不自由者の31%，知的障害者(身体的な

障害を合わせ持つ)13%のみである.充足率

が低い.機能回復の可能性があるならば，そ

のたゆまぬ機会が得られるようにするサービ

スが求められる.
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これらの医療及び健康維持やリハビリへの

ニーズは，今後グループホームなど家庭の代

替機能を有する生活の場においても要求され

ることである.

V ま と め

家庭生活を家族に支えられながら障害者地

域作業所を利用する障害者とその介護者のニ

ーズを把握することを目的としている.肢体

不自由者と知的障害者の374名が調査対象

である.方法はアンケート方式の調査で，介

護者の人間関係，作業所利用者の家庭生活(医

療状況・身辺生活の介護・介護者の代替機

能・外出手段)，作業所利用者の生活関連課

題(巣立ち・施設・障害者の兄弟姉妹・介護

者の疲労回復)といった 3領域の内容に関す

る26の設問からなる.回答者は障害者を家庭

で介護している人である.

調査結果から，①親に潜在するカウンセリ

ング的かっソーショアルワーク的能力を活か

す方向を考える.②家庭の代替機能の充実と

デイアクティピティの組み合わせを図る，③

入所施設の中に家族の幹を尊重する精神を取

り入れる，④介護者にレスパイトの機会を提

供する，⑤医療体系の充実が介護機能を支援

する，といった 5点が明らかになった.

(資料 1) 障害者地域作業所の事業内容と運営

横浜市では，障害者や家族が中心となり地域作業所を作り上げてきました.制度の開始から15

年，障害をもっ人々にとって重要な社会資源としての位置を占めています.

.地域作業所の事業内容は

“どんな障害をもっていても，社会の一員としての市民生活がしたい地域作業所事業は，

障害をもっ人の“完全参加と平等"を目標に行われます.また障害の種類，程度を問わず，本人

が主体的に参加し，個人として尊重される運営をめざしています.

地域作業所は，①利用する障害者への生活援助(生活・作業の科目)②地域啓発③障害者施策

への提言を柱として活動を行っています.

①はサービスを提供する場と Lての事業であり， 75ヶ所の作業所が独自のプログラムを有して

います.最近ではつの作業所で複数の科目をもち，きめ細かな活動が増えています.また，

作業所内に止まらず，活動の場を地域に広げた生活学習的なプログラムも生活自立を目指し活発

になってきました.②は，地域住民との交流ボランティアや体験学習の学生の受け入れなどを通

して行われ，自然に理解しあえる場として活用されています.③は，障害者が暮らしやすい環境

を整えてゆくための行政施策への提言です.日々の活動から明らかになるニーズを，施策へと反

映させることは，重要な役割の一つです.

.地域作業所の運営は

運営は運営委員会が行います.これは，障害者・家族・地域住民・行政・福祉関係者などによ

り構成されています.

運営経費は，助成金と利用者負担金により大部分が成り立っています.この助成金により，職

員雇用や家屋の確保が行われます.また，地域活動ホームの設備により環境整備も進んでいます.

今年度より運営や職員援助の基本について「運営の手引Jを出しました.これにより，よりよ

い援助を行うために運営体制を整えてゆくことを提案しています.

地域作業所は，今後より一層に地域の社会資源として，重要性・公共性を増してゆきます.

(横浜市在宅障害者援護協会「お元気ですか」より 1993年)
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地域作業所を利用する障害者と介護者の現状と課題

(資料 2) 身体障害者手帳の 1級と 2級(肢体不自由)

日支 体 不 自 由

級 81J 乳幼児期以前の非進行性の脳病変

上 肢 肢 体 幹
よる運動機能障害

下

上肢機能 移動機能

1 両上肢の機能を全 1 両下肢の機能を全 体幹の機能障害によ 不随意運動・失 不随意運動・失

廃したもの 廃したもの り坐っていることがで 調等により上肢を 調等により歩行が

1級 きないもの 使用する日常生活 不可能なもの

2 両上肢を手関節以 2 両下肢を大腿の 2 動作がほとんど不

上で欠くもの 分の 1以上で欠くも 可能なもの

の

l 両上肢の機能の著 1 両下肢の機能の著 1 体幹の機能障害に 不随意運動・失 不随意運動・失

しい障害 しい障害 より坐位文は起立位 調等により上肢を 調等により歩行が

を保つことが困難な 使用する日常生活 極度に制限される

2 両上肢のすべての 2 両下肢を下腿の 2 もの 動作が極度に制限 もの

指を欠くもの 分の l以上で欠くも されるもの

2級 の 2 体幹の機能障害に

3 一上肢を上腕の 2 より立ち上がること

分の l以上で欠くも が困難なものの

の

4 一上肢の機能を全

廃したもの

(資料 3) 療育手帳判定基準(神奈川県)

障 害程度 判 定 の 基 準

最
1 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下

のもの。

重 A1 

度
2 指数がおおむね21以上回以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」と

いう。)の l級、 2級又は 3級に該当するもの。

重 l 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。

A2 
度 2 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の 1級、 2級文は 3級に該当するもの。

中度 81 指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2に該当しないもの。

軽度 82 指数がおおむね51以上のもので、上記81に該当しないもの。
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これまでに，勇気づけられた人は誰ですか?

( )に， 2つ以内丸をつけて下さい

) 1.施設・作業所の指導員

) 2. 学校の先生

) 3.医師

) 4.機能訓練 (PT，OT)や養護・訓練の先生など訓練の専門家

) 5. 児童相談所や福祉事務所の職員

) 6. 同じように障害の息子や娘のいる親

) 7.その他の人(誰ですか?

逆に，これまでに失望させられた人は誰ですか?

( )に， 2つ以内丸をつけて下さい

) 1.施設・作業所の指導員

) 2. 学校の先生

) 3.医師

) 4. 機能訓練 (PT，OT)や養護・訓練の先生など訓練の専門家

) 5.児童相談所や福祉事務所の職員

) 6. 同じように障害の息子や娘のいる親

) 7.その他の人(誰ですか?

一一一それでは，次のアンケー卜に答えて下さい一一

心の支えとなるのは誰ですか?

( )に， 2つ以内丸をつけて下さい

) 1.子どもが通う作業所の職員

) 2.連れ合い(夫・妻〉

) 3.息子や娘のきょうだい

) 4.閉じように障害の息子や娘のいる親

) 5. その他の人(誰ですか?

1
1
J
 

4
E
i
 

「
l
L

[ 2 J 

[ 3 J 

日頃，息子さん，娘さんについて，お考えのことをおしえてください.お世話されてい

る方がご両親以外の場合もお願いします.

(1級・ 2級・ 3級・その他〉

(視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害)

(A 1 • A 2・B1・B2) 

③ 息子さん，娘さんについて記入して下さい.

1.性 5jIJ (男・女〉

2.年齢( 才)

3.教育)1.中学校の特殊学級を卒業

) 2. 中学校の特殊学級から養護学校の高等部

) 3.養護学校の中等部から高等部

4. その他(書いて下さい

① このアンケートに記入して下さっているのは，どなたですか?

( )内で当てはまる方を丸で囲んで下さい

(母親・父親・その他 どなたですか?

と

)才

)才

目

、ー

どなたですか?

同居されている方を教えて下さい.

) 1.父親昨年齢(

) 2.母親凸年齢(

) 3.祖父母

) 4.兄姉

) 5.弟妹

) 6. その{也

る

療育手帳をもっていますか.

) 1.もっている 凸

) 2. もっていない

身体障害者手帳をもっていますか.

) 1.もっている 時

c::> 

) 2. もっていない

え考頃日ぐ資料4)

② 

④ 

⑤ 

e.o 
αコ
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機能回復訓練やリハビリテーションについてうかがいます.

各項目ごとに， ( )内で，当てはまるほうを丸で囲んで下さい

1. リハビリテーションの機会が定期的に必要ですか?

( ) 1.必要である 時 (受けている・受けていない〉

( ) 2. 必要でない

2.昼間，通う場所(作業所など)で機能回復訓練の機会が必要ですか?

( ) 1.必要である 時 (受けている・受けていない〉

( ) 2.必要で=ない

3.昼間，通う場所で機能回復訓練のために専門の訓練士(理学療法士PTや作業

療法土OT)が来ますか?

( ) 1.来ており，訓練を受けている

( ) 2. 来ているが，訓練を受ける必要はない

( ) 3.来てくれるとよいが，専門の訓練土は来ない

( ) 4. 訓練士を必要としないので，来なくても問題はない

[ 7 J 医療について，要望をうかがいます.

各項目ごとに， ( )内で，当てはまるほうを丸で囲んで下さい

1.主治医が必要と考えますか?必要・特に必要ない)

2. いつでも相談できる医師や病院が必要ですか?必要・特に必要ない)

3. 急病などの場合，特定の受け入れ病院が必要ですか?必要・特に必要ない)

4. 定期健康診断が必要ですか?必要・特に必要ない)

5. 吸引器・ネブライザーなどが必要ですか?必要・特に必要ない〉

( )必要である ゆ (もっている・もっていない〉

( )近い将来，必要になる ゆ (購入する予定である・予定はない)

( )現在も将来も必要ない

[4 J 

夜間に，家庭で世話をされる方はどなたですか?

( )内に，当てはまる方すべてに丸をつけて下さい

) 1.母親

) 2.父親

) 3.他に世話をする方がいたら書いて下さい(

) 4. とくに世話の必要はない

[ 8 J 

医療の様子についてうかがいます.

各項目ごとに， ( )内で，当てはまるほうを丸で囲んで下さい

1.近所に診療時間内なら診てくれる医師がいますか?いる・いない)

2. 昼夜を間わず，いつでも診てくれたり，相談にのってくれる医師がいますか?

(t、る・いない)

3.容態が急変したとき受け入れてくれる病院が決まっていますか?ある・ない)

4. 家で，息子さんや娘さんに救急車を頼んだことがありますか?ある・ない)

5. 保健所からの巡回看護や訪問看護を受けたことがありますか?ある・ない)

6. 医療について，他に協力が得られる人や機関はどこですか?

(書いて下さい

[ 5 J 

CD 
CD 

夜間の世話とは何ですか?

( )内に，当てはまるすべてに丸をつけて下さい

) 1.オムツを取り替える

) 2. トイレに連れていく

) 3. てんかんの発作が生じた場合に処置する

) 4.疾がつまりやすいので，注意を払っている

) 5.ぜんそくの発作が生じやすいので，注意を払っている

) 6. 睡眠をとりやすいように体位を変える

) 7.夜間に動き回ることがあるので，ついている

) 8. 他に夜間に必要な世話を書いて下さい(

) 9. とくに，夜間の世話を必要としない

〆
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[ 9 J 引き続き，医療についてうかがいます.

各項目ごとに， ( )内で，当てはまるほうを丸で囲んで下さい

1.定期健康診断を受けていますか?いる・いない)

2. かかりつけの歯科医はいますか?いる・いない〉

3. 日常的に薬を飲んでいますか?いる・いない〉

。欽んでいると答えた方だけ答えて下さい.

薬を出してくれる医師に定期的に診てもらっていますか?いる・いない)

4. よく受診するキヰをおしえてください.当てはまる科を丸で囲んで下さい

(内科・外科・消化器科・循環器科・眼科・耳鼻科・整形外科)

その他(書いて下さい

5.最近，医療機関や医師を訪れたのはいつですか? ( 年 月 日

だいたいでけっこうです)

[ 6 J 



『
〉
百
草
山
判
串
湖
』
U
円
鉢
U

汁
川
判
〉
耳
切
十
A
m時一円

瀧

5
h叩

排池の様子について教えて下さい

( )内に，当てはまるものすべてに丸をつけて下さい

( ) 1.家庭では，オムツを使用している

( ) 2. 夜だけ，オムツを使用している

( ) 3. 特別のトイレ(障害者や高齢者用)で，すべて手助けをする

( ) 4. 自動洗浄式トイレを使っているので，衣服の上げ下げだけを手助けする

(・) 5.家族が使うのと同じトイレにつれていって，すべて手助けをする

( ) 6.家族が使うのと同じトイレにつれていって，部分的に手助けをする

( ) 7. 家族が使うのと同じトイレで自分で用がたせる

[14) 家庭において食事の世話をなさるのはどなたですか?

( )内に，当てはまるすべてに丸をつけて下さい

( ) 1.母親

( ) 2.父親

( ) 3.他に世話をする方がいたら書いて下さい(

( ) 4. 自分で食事をとるので，とくに世話の必要はない
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[15) 特別のトイレを必要としますか?

( ) 1.必要である ゆ (もっている・もっていない〉

( ) 2. 必要でない

食事について，どんな世話が必要ですか?

( )内に，当てはまるお世話を 1つだけ丸をつけて下さい

( ) 1.すべて手助けが必要

( ) 2. 手で握れる食物は自分で食べるが，多くは手助けが必要

( ) 3. こぼしたりするが，ほとんど自分で食事をしている

( ) 4. 自分で食事をとるので，とくに世話の必要はない
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家庭において風呂の世話をなさるのはどなたですか?

( )内に，当てはまる方すべてに丸をつけて下さい

( ) 1.母親

( ) 2.父親

( ) 3.他に世話をする方がいたら書いて下さい(

( ) 4. とくに世話の必要はない

[16) 特別の食事を準備する必要がありますか?

( )内に，当てはまるお世話を lつだけ丸をつけて下さい

( ) 1.流動食に近い食事

( ) 2. やわらかくつぶした食事

( ) 3. きざみ食

( ) 4. 家族とほとんど閉じだが，食べやすく調理に工夫をする

( ) 5.特別な食事を準備することはない

[12) 
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[17) 身体的な障害を考慮した風呂を必要としますか?

) 1.必要である ゆ (もっている・もっていない)

( ) 2.必要でない
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家庭において排池の世話をなさるのはどなたですか?

( )内に，当てはまる方すべてに丸をつけて下さい

( ) 1.母親

( ) 2.父親

( ) 3. 他に世話をする方がいたら書いて下さい(

( ) 4. とくに世話の必要はない

[13) 



外出する場合，どのような交通機関を使われますか?

( )内に，当てはまるものはすべて，丸をつけて下さい

) 1.電車やパスなど，ふつうの公共輸送機関

) 2. 一般のタクシー

) 3. 福祉タクシー

) 4. 自家用車

) 5. その他にあったら書いて下さい(

[21] 
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[22) 理想的には，いつ巣立ち(息子さんや娘さんが大人として生きる時〉を望みます

か?

( )内に 1つだけ丸をつけて下さい

( ) 1.高等部の卒業の頃

( ) 2.成人式の頃

( ) 3.親が世話できなくなった時

( ) 4. 親亡き後

( ) 5. きょうだいが世話できなくなった時

( ) 6. 結婚する時

世話をされている方が泊まりがけで出かける時はどうしますか?

( )内に，当てはまるものはすべて，丸をつけて下さい

) 1.連れ合いが世話をする

) 2.親戚を頼む

) 3.障害の息子や娘のきょうだいが世話ができる

) 4. 近所の人が世話をしてくれる

) 5. ショートステイを活用する

) 6. ボランティアの人に来てもらう

) 7.適所施設・作業所の職員や学校の先生に頼む

) 8. 出かけないことにしている

) 9. その時になってみないと分からない

) 10. その他の方法がありましたら書いて下さい(

) 11.とくに世話の必要はしない

[18) 

理想的には，どんなサービスや制度があれば巣立ちができると思いますか?

( )内に 1つだけ丸をつけて下さい

) 1.医療設備の整った施設 (24時間世話をしてもらえる〉があればよい

) 2. 衣食住の整った施設 (24時間世話をしてもらえる〉があればよい

) 3.夜間は家族と一緒に過ごし昼間通える通所タイプの施設があればよい

) 4.家庭的な施設から，昼間通える場があればよい

) 5. グループホームを利用し昼間の活動の場があればよい

) 6.結婚して，カップルを支えるサービスがあればよい

[23) 

世話をされている方が急病などの場合，どうしますか?

( )内に，当てはまるものはすべて，丸をつけて下さい

) 1.連れ合いが世話をする

) 2.親戚を頼む

) 3. 障害の息子や娘のきょうだいが世話ができる

) 4.近所の人に頼む

) 5. ショートステイを活用する

) 6. ボランティアの人に来てもらう

) 7.通所施設・作業所の職員や学校の先生に頼む

) 8. その時になってみないと分からない

) 9. その他の方法がありましたら書いて下さい(

) 10. とくに世話の必要はしない

[19) 
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[20) 世話をされている方が，泊まりがけで出かけなければならない時や急病の時，理

想的にはどんな援助があればよいと，考えられますか?

( )内に，二つ以内，丸をつけて下さい

) 1.受け入れてくれる施設がある

) 2. 日常的な家事をみてくれるホームへルパーの派遣

) 3.医療面を看てくれる訪問看護のサービス

) 4.ボランティアの人に来てもらう

) 5. 自分でできるので問題ない
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世話で疲れたとき，どのようにして回復されていますか?

( )内のあてはまる答を， 2つ以内丸をつけて下さい

( ) 1. ぐっすり眠る

( ) 2. 親しい友人と，取りとめのない話をして気分転換をはかる

( ) 3. 思いきって，外出をして気分転換をはかる

( ) 4.趣味に力を入れる

( ) 5. 閉じように障害の息子や娘のいる親同志で話をする

6.他に有効な回復方法がありましたら，書いて下さい

[26J もし入所型の施設に入るとしたら，どのようなサービスを望みますか?

とくに望まれる項目を選んで， ( )に 2つだけ丸をつけて下さい

) 1.医師や看護婦が24時間，待機している

) 2.病院のような雰囲気よりは，家族的な介護がなされる

) 3. 音楽， ドラマ，創作など興味を伸ばす機会がある

) 4.親やきょうだいが自由に出入りしたり，宿泊できる

) 5.個室や 4-5人の居室が使えて，選択の幅がある

) 6. 映画，スポーツ観戦，買い物，外食など外に出かける機会がある

) 7.人としてのはじらいやふつうの気持ちを汲んでくれる

) 8.家庭的施設から，昼間に通える場があればよい

) 9. ボランティアを快く受け入れ，仲良くなる機会がある

10. 他に望まれるサービスがありましたら次の右上の枠に書いて下さい

[24J 
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親として，障害の方のきょうだいに何を望まれますか?

各項目ごとに， ( )内のあてはまる答を 1つだけ，丸で囲んで下さい

<一人っ子の場合は，この聞をとばして下さい>

1.きょうだいは，生涯にわたって障害の息子や娘の世話をしてほしい

(そう思う・どちらともいえない・そう恩わない)

2. きょうだいは，自分(たち)の道を進んでほしい

(そう思う・どちらともいえない・そう恩わない)

3. きょうだいは，障害の息子や娘のよき理解者であり協力者であり続けてほしい

(そう思う・どちらともいえない・そう思わない)

4. きょうだいは，親にとってよき理解者であり協力者であってほしい

(そう思う・どちらともいえない・そう恩わない〕

[25J 


